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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２７年１０月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年８月１日 ２０時２６分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市美濃島北東岸 

 美濃島二等三角点から真方位０５８°７００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０６.５２′ 東経１３３°１１.４５′） 

事故調査の経過  平成２６年８月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 ニューおおしま５、１９トン 

 ２８１－４０４９５愛媛、今治大島フェリーボート株式会社 

 １７.１０ｍ×４.３８ｍ×１.５１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、８４５.８kＷ（合計）、平成１７年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５６歳 

一級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成２０年２月１５日 

  免許証交付日 平成２３年８月１７日 

        （平成２８年８月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし  

 損傷 船底に破口、プロペラ翼に曲損及びプロペラシャフトが折損 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、旅客５人を乗せ、船首約０.

８ｍ及び船尾約１.２ｍの喫水で、平成２６年８月１日２０時２０分

ごろ愛媛県新居浜市新居浜港に向け、美濃島北岸の桟橋を出航した。 

船長は、操舵室右舷側にある舵輪の後方に立って手動操舵により操

船し、出航した桟橋の北方沖で右転して、その後、美濃島北東方沖を

約６ノット（kn）の速力で東進中、前方約１００ｍのところに漁具用

で無灯火の白色ボンデンを視認し、付近に網があると思い、直ちに右

舵１５°を取って、白色ボンデンを避けた。 

本船は、右転したのち、舵を中央に戻し、ふだんの航海速力である

約２３kn にするため、船長が機関の回転数を見ながら操舵中、２０時

２６分ごろ、約１３～１４knの速力で同島北東岸に乗り揚げた。 

船長は、すぐに負傷者の有無、船体の損傷の確認を行い、海上保安

庁及び船舶所有者に本事故の通報を行った。 
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旅客及び乗組員は、巡視艇に救助され、その後、旅客は本船の僚船

によって新居浜港に送り届けられた。 

 本船は、３日０９時５５分ごろ、船舶所有者が手配したクレーン台

船によって吊
つ

り上げられ、離礁した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南南西、風力 ２、視程 約７００～８００

ｍ 

海象：潮汐 低潮時、波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 船長は、美濃島東岸には明かりがなくて真っ暗であったが、防波堤

の先端付近に設置された標識灯の見え具合などから、同島北東岸近く

を航行していることに気付き、元の針路に戻そうと思ったときに衝撃

を感じた。 

本船が出港した桟橋の北東方の防波堤上には、白色で不動光の標識

灯が設置されていた。 

美濃島には人が住まず、工場の従業員は定期船で通勤している。 

本船は、美濃島にある鉱山関係の工場の要請を受け、臨時便として

出航した。 

船長は、美濃島への入出航の経験が豊富であった。 

船長は、０.７５海里レンジとしたレーダー及びＧＰＳプロッター

を作動させていたが、本事故時、増速中で、回転計を見ていてレーダ

ーとＧＰＳプロッターを見ていなかった。 

甲板員は、出航作業を終え、昇橋後約１分で乗揚の衝撃を感じた。 

船長及び甲板員は共に、常時、漁具用の白色ボンデンが入っている

かどうかは知らなかった。 

旅客のうち１人は操舵室左舷側の椅子に座り、他の４人の旅客は旅

客室の船尾側にいた。 

船長は、本事故後、本船が滑るような感じで乗り揚げたので、余り

衝撃がなかったと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、夜間、陸岸に明かりのない美濃島北東方沖において、船首

方至近の白色ボンデンを避けようと右転したのち、船長が、船位の確

認を適切に行っていなかったことから、美濃島北東岸近くを航行して

いることに気付くのが遅れ、同島北東岸に乗り揚げたものと考えられ

る。 

船長は、機関の回転計に目を向けながら、航海速力である約２３kn

に増速していたことから、レーダーやＧＰＳプロッターの画面を見て

いなかったものと考えられる。 
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原因 本事故は、夜間、本船が、陸岸に明かりのない美濃島北東方沖にお

いて、船首方至近の白色ボンデンを避けようと右転したのち、船長

が、船位の確認を適切に行っていなかったため、美濃島北東岸近くを

航行していることに気付くのが遅れ、同島北東岸に乗り揚げたことに

より発生したものと考えられる。 

参考 船舶所有者は、本事故発生後、本事故の対策について検討を行い、

美濃島から新居浜港に至る航路について、美濃島の西側を航行する基

準航路図を作成し、同航路を航行するよう乗組員に周知した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・レーダー及びＧＰＳプロッター等を活用し、船位の確認を確実に

行うこと。 

 



- 4 - 

付図１ 事故発生経過概略図 
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